
     

令

和

七

年

六

月 

        
 

 

令
和
七
年
六
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

文 
 

京 
 

区 
   

(二 ) 



 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
議
案
第
二
十
一
号 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
頁 

議
案
第
二
十
二
号 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

９
頁 

議
案
第
二
十
三
号 

 

文
京
区
空
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
二
十
四
号 

 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
二
十
五
号 

 
文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
シ
ス
テ
ム
天
井
用
照
明
器
具
等
更
新
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
二
十
六
号 

 

文
京
区
立
関
口
三
丁
目
公
園
再
整
備
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

 

目 
 

 
 

 

次 

13 17 23 21 
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議
案
第
二
十
一
号 

 
 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
三
月
文
京
区
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
及
び
第
二
項
の
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
の
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
第
二
号
中
「
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
」
を
削
り
、
「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。 

第
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
第
一
号
部
分
休
業
の
承
認
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以
下
「
第
一
号

部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
は
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
勤
務
時
間
条
例
第
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
幼
稚
園
教
育
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
八
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
三
月
文
京

区
規
則
第
二
十
七
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
三
第
五
項
若
し
く
は
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
。
以
下
「
幼
稚
園
教
育
職
員
勤

務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
号
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
、
「
部
分
休
業
」
を
「
第
一
号

部
分
休
業
」
に
、
「
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
「
当
該
第
一
号
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
五
条
の
三
第
七
項
又
は
幼
稚
園
教
育
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
三
十
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
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る
第
二
号
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
申
出
（
申
出
内
容
の
変
更
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
一

号
部
分
休
業
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

第
十
五
条
第
三
項
中
「
対
す
る
部
分
休
業
」
を
「
対
す
る
第
一
号
部
分
休
業
」
に
、
「
又
は
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
「
又
は
第
一

号
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
、
「
に
お
け
る
部
分
休
業
」
を
「
に
お
け
る
第
一
号
部
分
休
業
」
に
、
「
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
「
当

該
第
一
号
子
育
て
部
分
休
暇
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

勤
務
時
間
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
よ
る
第
二
号
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
申
出
（
申
出
内
容

の
変
更
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
部
分
休
業
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

第
十
五
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

（
第
二
号
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
十
五
条
の
二 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
（
以

下
「
第
二
号
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
の
第
二
号
部
分
休
業
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

一
回
の
勤
務
に
係
る
日
ご
と
の
勤
務
時
間
に
分
を
単
位
と
し
た
時
間
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
勤
務
時
間
の
全
て
に
つ

い
て
承
認
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き 

当
該
勤
務
時
間
の
時
間
数 

二 

第
二
号
部
分
休
業
の
残
時
間
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
残
時
間
数
の
全
て
に
つ
い
て
承
認
の

請
求
が
あ
っ
た
と
き 

当
該
残
時
間
数 

２ 

勤
務
時
間
規
則
第
二
十
五
条
の
三
第
五
項
、
幼
稚
園
教
育
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
三
十
条
の
三
第
五
項
又
は
勤
務
時
間
条
例
第

十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
則
に
規
定
す
る
第
一
号
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
申
出
（
申
出
内
容
の
変
更
に
よ
る
場
合
を

含
む
。
）
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
部
分
休
業
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
一
年
の
期
間
） 
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第
十
五
条
の
三 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
一
年
の
期
間
は
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と

す
る
。 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
時
間
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
時
間
） 

第
十
五
条
の
四 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
時
間
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
時
間
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
五
条
の
三
第

七
項
、
幼
稚
園
教
育
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
三
十
条
の
三
第
七
項
又
は
勤
務
時
間
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
則

に
規
定
す
る
第
二
号
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時

間
か
ら
当
該
第
二
号
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
と
す
る
。 

一 

非
常
勤
職
員
以
外
の
職
員 

七
十
七
時
間
三
十
分 

二 

非
常
勤
職
員 

当
該
非
常
勤
職
員
の
勤
務
日
一
日
当
た
り
の
平
均
勤
務
時
間
（
全
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
合
計
を
当
該
全
勤

務
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
時
間
（
そ
の
時
間
に
一
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時
間
）
を
い
う
。
）

に
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間 

（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
） 

第
十
五
条
の
五 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た

こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ
と
そ
の
他
の
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生

じ
た
こ
と
に
よ
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
（
以
下
「
第
三
項
変
更
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
同
項
の
職
員
の
小
学

校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
養
育
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
事
情
と
す
る
。 

第
十
六
条
中
「
部
分
休
業
」
を
「
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
」
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
） 



 

8 

第
十
七
条 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
育
児
休
業
法
第
五
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
由
は
、
職
員
が

第
三
項
変
更
を
し
た
と
き
と
す
る
。 

 

 
 

 

付 
則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第

二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
育
児
休

業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
七
十
七
時
間
三
十
分
」
と
あ
る
の
は
「
三

十
八
時
間
四
十
五
分
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
十
」
と
あ
る
の
は
「
五
」
と
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
部
分
休
業
制
度
を
拡
充
す
る

ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
二
十
二
号 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
三
月
文
京
区
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
並
び
に
第
十
六
条
の
三
第
一
項
」
を
「
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
十
六
条
の
六

第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
の
子
」
の
下
に
「
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
当
該
職
員
の
子
」
を
加
え
、
「
一
部
」
を
「
全
部
又
は
一

部
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
（
次
条
に
お
い
て
」
を
「
（
以
下
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
六
条
の
六 

任
命
権
者
は
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
三
月
文
京
区
条
例
第
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
出
職
員
」
と
い
う
。
）

に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
出
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て
「
出
生
時
両

立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 
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二 

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る
申
出
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

三 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
子
の
心
身
の
状
況
又
は
育
児
に
関
す
る

申
出
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因
し
て
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
に
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生
活

と
家
庭
生
活
と
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
事
項
に
係
る
申
出
職
員
の
意
向
を

確
認
す
る
た
め
の
措
置 

２ 

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
規

則
で
定
め
る
期
間
内
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

対
象
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て
「
育
児
期
両

立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二 

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

三 

対
象
職
員
の
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
心
身
の
状
況
又
は
育
児
に
関
す
る
対
象
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因
し
て
発
生
し
、
又

は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
も
の
と
し
て
規
則

で
定
め
る
事
項
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

３ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
第
三
号
又
は
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
に
よ
り
意
向
を
確
認
し
た
事
項
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
意
向
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

 

付 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 
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２ 

任
命
権
者
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
講
じ
ら
れ
た
措
置
は
、
施
行
日
以
後
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
た
も

の
と
み
な
す
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
一
部

改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
二
十
三
号 

 
 

 

文
京
区
空
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
空
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条
例 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
文
京
区
（
以
下
「
区
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
空
家
等
の
適
正
な
管
理
に
関
し
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
区
民
等
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

空
家
等 

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
空
家
等
で
あ
っ
て
、
区
の
区
域
内
（
以
下
「
区
内
」
と
い
う
。
）
に
存
す
る
も
の

を
い
う
。 

 

二 

所
有
者
等 

空
家
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
を
い
う
。 

 

三 

区
民
等 

区
内
に
住
所
を
有
す
る
者
並
び
に
区
内
で
事
業
活
動
を
行
う
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
個
人
を
い
う
。 

（
所
有
者
等
の
責
務
） 

第
三
条 

所
有
者
等
は
、
自
ら
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
空
家
等
が
周
辺
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
自
ら
の
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責
任
に
お
い
て
当
該
空
家
等
の
適
正
な
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
所
有
者
等
は
、
区
が
実
施
す
る
空
家
等
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
区
の
責
務
） 

第
四
条 
区
は
、
区
民
等
に
対
し
、
空
家
等
の
適
正
な
管
理
に
関
す
る
意
識
の
啓
発
及
び
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

区
は
、
空
家
等
の
適
正
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
区
民
等
の
役
割
） 

第
五
条 

区
民
等
は
、
適
正
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
空
家
等
の
情
報
を
区
に
提
供
す
る
な
ど
、
空
家
等
の
適
正
な
管
理
を
推
進

す
る
た
め
に
必
要
な
協
力
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
） 

第
六
条 

区
長
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
区
内
を
管
轄
す
る
警
察
、
消
防
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
協
力
体

制
を
構
築
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
緊
急
安
全
措
置
等
） 

第
七
条 

区
長
は
、
空
家
等
の
適
正
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
道
路
、
広
場
そ
の
他
公
共
の
場
所
に
お
い
て
、

人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
対
す
る
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
空
家
等
の
所
有
者
等
に
当

該
危
険
を
回
避
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
時
間
的
余
裕
が
な
く
急
迫
し
た
状
況
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
危
険
を

回
避
す
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
措
置
（
以
下
「
緊
急
安
全
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

区
長
は
、
緊
急
安
全
措
置
の
実
施
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、
当
該
緊
急
安
全
措
置
に
係
る
空
家
等
に
立
ち
入
っ

て
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
空
家
等
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
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た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

５ 
区
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
安
全
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
緊
急
安
全
措
置
に
係
る
所
有
者
等
に
対

し
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
所
有
者
等
に
対
し
通
知
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

６ 

区
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
安
全
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
緊
急
安
全
措
置
に
係
る
所
有
者
等
か
ら
、
当
該
緊

急
安
全
措
置
に
要
し
た
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
徴
収
に
当
た
っ
て
は
、

実
際
に
要
し
た
費
用
の
額
及
び
そ
の
納
期
限
を
定
め
、
所
有
者
等
に
対
し
、
文
書
を
も
っ
て
納
付
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

区
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
安
全
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
緊
急
安
全
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
文
京
区
空
家
等

対
策
審
議
会
条
例
（
平
成
二
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
文
京
区
空
家
等
対
策
審
議
会
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
八
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  （
説 

 

明
） 

空
家
等
の
適
正
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
二
十
四
号 

 
 

 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
並
び
に
第
十
八
条
の
三
第
一
項
」
を
「
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条
の
六
第

二
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
の
子
」
の
下
に
「
そ
の
他
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
当
該
職
員
の
子
」
を
加
え
、
「
一
部
」
を
「
全

部
又
は
一
部
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
の
四
第
一
項
中
「
（
次
条
に
お
い
て
」
を
「
（
以
下
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
八
条
の
六 

教
育
委
員
会
は
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
三
月
文
京
区
条
例
第
八
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
出
職
員
」
と
い
う
。
）

に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
出
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て
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「
出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二 

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る
申
出
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

三 
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
子
の
心
身
の
状
況
又
は
育
児
に
関
す
る

申
出
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因
し
て
当
該
子
の
出
生
の
日
以
後
に
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生
活

と
家
庭
生
活
と
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
に
係
る
申
出
職

員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

対
象
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て

「
育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二 

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

三 

対
象
職
員
の
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
心
身
の
状
況
又
は
育
児
に
関
す
る
対
象
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因
し
て
発
生
し
、
又

は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
も
の
と
し
て
教
育

委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
に
係
る
対
象
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

３ 

教
育
委
員
会
は
、
第
一
項
第
三
号
又
は
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
に
よ
り
意
向
を
確
認
し
た
事
項
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
意
向
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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（
経
過
措
置
） 

２ 
教
育
委
員
会
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
幼

稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
講
じ
ら
れ
た
措
置
は
、
施
行
日
以
後
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

講
じ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
一
部

改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
二
十
五
号 

 
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
シ
ス
テ
ム
天
井
用
照
明
器
具
等
更
新
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
シ
ス
テ
ム
天
井
用
照
明
器
具
等
更
新
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
シ
ス
テ
ム
天
井
用
照
明
器
具
等
更
新
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
シ
ス
テ
ム
天
井
用
照
明
器
具
等
更
新
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
四
億
二
千
六
百
九
十
四
万
三
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

関
電
工
・
小
嶋
・
ヱ
ス
ワ
イ
建
設
共
同
企
業
体 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
港
区
芝
浦
四
丁
目
八
番
三
十
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
関
電
工 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
締
役
社
長 
田
母
神
博
文 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
千
駄
木
二
丁
目
四
十
六
番
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
嶋
電
工
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

小
嶋
守 
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構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
湯
島
四
丁
目
一
番
十
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
ヱ
ス
ワ
イ
電
気
商
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

鈴
木
恒
治 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
十
二
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

施
設
管
理
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
二
十
六
号 

 
 

 

文
京
区
立
関
口
三
丁
目
公
園
再
整
備
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
立
関
口
三
丁
目
公
園
再
整
備
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
区
立
関
口
三
丁
目
公
園
再
整
備
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
関
口
三
丁
目
公
園
再
整
備
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
一
億
八
千
六
百
十
六
万
七
百
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
江
東
区
冬
木
六
番
二
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
ラ
ン
デ
ッ
ク 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

石
川
綾
子 

  

（
説 
 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
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い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 
考
） 

一 

工 
 

 
期 

 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
七
月
二
十
二
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

防
災
対
策
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

土
木
費 

公
園
緑
地
費 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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